
賃上げ表明書に記載した暦年･又は事業年度の終了日

事前把握書類・様式の送付（郵送）約2週間前

0日（起算日）

約2週間後
事前把握様式の回答期日
（システム上で回答）

3か月後(※) 実績確認書類の提出期日（システム上で回答）

5か月後(※) 契約担当官による判断期日
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（※）当初表明の暦年・事業年度から賃上げ期間を後倒しした場合には、賃上げ期間終了後から起算。
前倒し（事業年度のみ）した場合には、賃上げ期間終了後ではなく、事業年度終了日から起算。

国土交通省⇒財務省 報告

（この間に必要に応じ資料内容の追加確認）

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

約
１
カ
月

３
カ
月

２
カ
月

次の四半期
（4,7,10,1月）

の15日
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